
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空灯火施設維持工事の積算要領  
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第１章  総    則  
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第１章   総 則 

 

１－１ 目 的 

  この要領は、「航空灯火電気施設」（以下「航空灯火施設等」という。）

の機能を保持するために維持工事として請負に付する場合の標準的費用

（以下「積算価格」という。）等を積算する場合の業務の能率向上、積

算の統一及び適正化を図ることを目的とする。  

 〔解説〕  

 「航空灯火電気施設」とは、航空保安業務処理規程第７航空灯火電気施

設業務処理規程（Ⅰ）第３項（１）に規定されたものである。  

 

１－２ 適 用 範 囲 

  この要領は、国土交通省航空局、地方航空局及び空港事務所等（以下

「航空局等」という。）が発注する航空灯火施設等の維持工事に適用す

る。  

 

１－３ 積 算 価 格 

  積算価格は、予定価格の基礎となるものであり、積算価格の算出は法

令及び別段の定めのあるもののほか、この要領に定めるとおりとする。  

 

１－４ 積算の基本  

 １．工事施工に要する費用を項目ごとに本要領に基づき積算するものとする。 

 ２．公平を期するため、いたずらに要領、前例等のみにとらわれて現実と離

れ、適性を欠くようなことがあってはならない。  

ただし、処理方法及び書式等は事務を円滑にするため、統一するように

努めるものとする。  

 ３．工事施工場所における工事実施条件及び管理条件を十分把握し、工事仕

様書及び工事実施図面（以下「設計図書」という。）及び契約書案に基づい

て行うものとする。  
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 ４．積算は慎重に行い、単位及び位取り等に注意し、数量、金額等について

は、別の観点から概略的に再検討することが必要である。  

 ５．数字の取扱いについては、その数値の重要性、設計図書等への記載の有

無、積算の精度、価格に及ぼす影響の大小等を考慮の上適宜処理するもの

とする。  

 ６．積算にあたっては、設計図書等によるほか、工事の種類、程度、規模、

施工場所及び環境、他工事との関連、工事期間及び季節、契約上の諸条件、

物価の変動等の実状を考慮するものとする。  

 ７．本要領によりがたい場合は、別途類事例等を参考にするものとする。  
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第２章  維持工事の構成  
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第２章   維持工事費の構成 

 

２－１ 維持工事費の構成  

維持工事費の構成は、次のとおりとする。  

直接労務費 

労 務 費 

       間接労務費 

       一般材料費 

直 接  材 料 費 

工事費   (特定支給材料費) 

       機 械 損 料 

      機械器具損料 

器 具 損 料 

工事 

     原価    車両維持費 

      運 搬 費 

       傭 船 費 共 

       安 全 費 通 

   維持工事    間 接  共通仮設費 役 務 費 費 

   価  格    工事費   営 繕 損 料 

      現場管理費 

     一般管理費 

維持工事 

請 負 費  消費税等相当額 
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２－２ 積算内訳書の様式  

積算内訳書の様式は、次のとおりとする。  

なお、趣旨を誤らない範囲で適当な様式とすることができる。  

 

令和  年度 

○○空港航空灯火施設維持工事 

積 算 内 訳 書 

 

令和  年  月 

 

 

 

 

○○航空局 航空灯火・電気技術課 

（○○航空局 ○○空港事務所） 

 

 

 

区分 金額 

労 務 費 

材 料 費 

（特定支給材料費） 

機 械 器 具 損 料 

運 搬 費 

共 通 仮 設 費 

現 場 管 理 費 

工 事 原 価 

一 般 管 理 費 等 

維 持 工 事 価 格 

消 費 税 等 相 当 額 

合 計 
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審査者 積算者 
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○○空港航空灯火施設維持工事 

 

積算内訳明細書 

 

項目 区分 数量 単位 単価 合価 備考 

労

務

費 

直
接
労
務
費 

電 工  人    

普 通 作 業 員  人    

制 限 区 域 内 
安 全 監 視 員 

 人    

直 接 労 務 費 ①      

間

接

労

務

費 

場外施設巡回費 １ 式    

間 接 作 業 費 １ 式   ①×間接作業費率 

応急復旧作業費 １ 式   ①×応急復旧作業費率 

本復旧作業費 １ 式    

電源局舎駐在費 １ 式    

整 備 作 業 所 
技 術 管 理 費 

１ 式    

間 接 労 務 費 ②      

労 務 費 １ 式   ①＋② 

材 料 費 １ 式   ①×材料費率 

（ 特 定 支 給 材 料 費 ） １ 式    

機 械 器 具 損 料 １ 式   ①×機械器具損料率 

運 搬 費 １ 式    

共 通 仮 設 費 １ 式    

現 場 管 理 費 １ 式    

工 事 原 価      

一 般 管 理 費 等 １ 式    

維 持 工 事 価 格      

消 費 税 等 相 当 額      

合   計      
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２－３ 維持工事費の内容 

  維持工事費の内容は、次のとおりとする。 

 １．労務費 

(1) 直接労務費 

航空灯火施設等の維持工事に従事する作業員の賃金であって、灯器等

の直接保守を行うのに要する費用及び制限区域内保守の安全確保に要す

る費用 

(2) 間接労務費 

航空灯火施設等の維持工事に従事する作業員の賃金であって、直接労

務費以外の場外施設巡回費、間接作業費、応急復旧作業費、本復旧作業

費、電源局舎駐在費、整備作業所技術管理費 

 ２．材料費 

(1) 一般材料費 

航空灯火施設等の維持工事を行うために必要とする材料で、ウエス、

グリス、洗油、洗剤、その他の雑材及び交換部品等の消耗雑材料の費用 

(2) 特定支給材料費 

航空灯火施設等の維持工事を行うために必要とする材料で、工事仕様

書に示された特定支給材料の費用 

 ３．機械器具損料 

(1) 機械損料 

航空灯火施設等の維持工事を行うために必要とする機械の損料、管理

費及び修理費等 

(2) 器具損料 

航空灯火施設等の維持工事を行うために必要とする工具及び計器等に

要する費用 

 ４．運搬費 

(1) 車両維持費 

航空灯火施設等の維持工事を行うために必要とする運搬、連絡及び作

業に要する車両、高所作業車等の損料、管理費、修理費及び運転手当等

の費用 
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(2) 傭船費 

航空灯火施設等の維持工事を行うために必要とする運搬、連絡及び作

業に要する船舶の借り上げの費用 

 ５．共通仮設費 

(1) 安全費 

航空灯火施設等の維持工事を行うために作業場の安全設備を必要とす

る施設等に要する費用及び労務費（ただし、制限区域内の安全確保の労

務費は除く。） 

(2) 役務費 

航空灯火施設等の維持工事を行うために必要とする通報委託に要する

費用 

(3) 営繕損料 

航空灯火施設等の維持工事を行うために必要とする現場事務所、倉庫

等の仮設に要する費用及びその維持に必要な費用 

 ６．現場管理費 

航空灯火施設等の維持工事を行うために工事を管理し経営するために

必要となる経費 

労務管理費、租税公課、保険料、従業員給料手当、福利厚生費、法定福

利費、退職金、事務用品費、通信交通費、交際費、雑費 

 ７．一般管理費等 

航空灯火施設等の維持工事を行うために企業の経営管理と活動に必要

な本店及び支店における経費及び企業の経営継続に必要な経費 

役員報酬、従業員給料手当、退職金、福利厚生費、法定福利費、維持修

繕費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、調査研究費、広告宣

伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、試験研究費償却、開発

費償却、試験研究、租税公課、保険料、契約保証費、雑費、付加利益 
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２－４ 契約変更の積算 

  契約変更の積算は、原則として次の方法による。 

 １．工事量減量の場合は、その原料部分に対する減積算の材料費、労務費、

経費等の単価による価格を減額算出し、変更契約の対象となる全工事量に

ついて積算する。 

２．工事量増量及び追加の場合は、その増量部分及び追加分に対する変更時の

材料費、労務費、経費等の単価による価格を増額算出し、変更契約の対象と

なる全工事量について積算する。 

３．変更契約においては、原則として工事量減量の場合は当初の積算価格を基

準とし、工事量増量及び追加の場合は変更時の時価を基準とするが、契約

を変更しようとする工事内容によっては受注者提出の見積内訳書を参考と

した方が合理的な場合は、この内訳書を参考とする。 

４．変更契約における営繕損料率、現場管理費率、一般管理費等率の取扱いは、

変更積算時における対象金額により積算する。 

５．変更契約の積算は、現契約における落札金額の積算金額に対する比率（落

札率）を考慮し積算する。 
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第３章  積算内訳  
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第３章   維持工事費の積算内訳 

 

３－１ 労務費  

  労務費は工事の施工上必要な直接労務と間接労務の費用とし、その積

算は次の各号による。 

 １．数量 

労務数量の計算は、「第４章 標準歩掛」による。 

 ２．労務単価 

(1) 労務者の賃金単価は、航空局長通達に基づき地方航空局長等が定める

ものとする。 

(2) 超過労働作業及び深夜作業は原則として行わないものとするが、次の

場合は考慮してよい。 

(3) 労務者の時間外作業手当、深夜作業手当は、航空局長通達に基づき地

方航空局長等が定めるものとする。 

〔解説〕 

１．積算に使用する労働者の職種別基準額は、航空局長より通達する「令

和○○年度労務単価」によるが、２０％の範囲内で増減する場合は、

市況資料等（２種類以上）を参考とするものとする。 

ただし、労務者の基準額の決定が遅れた時は、暫定労務者賃金で積算

してよい。 

２．夜間作業として積算する場合は屋外工事の場合に限り、その就業形

態の変更により作業効率を考慮する。 
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３－２ 材料費  

 １．一般材料費 

一般材料費は直接労務費を対象金額とし材料費率を乗じて得た額を計

上する。 

〔解説〕 

１．支給材料は灯器、モールド変圧器、ケーブル類及び航空灯火用各

種電球（街路灯、エプロン照明灯を含む。）等であり、維持工事に

おいてはこれらを特定支給材料とする。 

２．支給材料として一般材料（電球を除く。）を支給することはほぼ

無いので、一般電球を含め維持工事に限り特定支給材料とする。 

３．特定支給材料の予定数量は、前一年間の消耗数等より想定して当

該年度の予定数量とする。 

４．前一年間の消耗数等より想定する場合とは、積算時における最近

一年間の集計値等より想定（整備工事に伴う施設増も考慮する。）

することとし、集計期間、想定根拠等を明確にしておくものとする。 

５．単価は維持工事実施年度の前年度のものを使用する。ただし、一

般電球については積算時のものとする。 

 

３－３ 機械器具損料  

  機械器具損料は、点検及び工事実施の際必要な器具、電動工具、計測

器等に対する損料として直接労務費を対象金額とし、機械器具損料を乗

じて得た額を計上する。 

〔解説〕 

  間接労務費の中には間接作業費、場外施設巡回費等があり、直接的に

作業を行わないものがあるので、直接労務費のみを対象とする。 
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３－４ 運搬費 

 １．車両維持費 

車両維持費は点検及び工事実施の際必要な労務者及び器材の運搬、連絡

及び作業に必要な車両及び高所作業車（リフト車）の経費として次により

計上する。 

(1) 車両は、貨物車又はライトバン等とし、使用労務者が多い時はマイク

ロバスとすることができる。 

年間を通じてその空港の航空灯火施設等の維持工事を実施するため

に、常時多人数の労務者を運搬する必要がある場合及び施設が複雑かつ

多数で作業時間を短縮する等の必要がある場合は、常駐車両として第４

項の車両維持費の算出による車両を積算する。 

また、滑走路内作業等の定期的な作業で臨時的に多数の作業員が必要

となる場合及び交換灯器等の器材を運搬するのに常駐車料のみでは間に

合わない場合には、応援車両を積算する。 

(2) 高所作業車（リフト車）は、街路灯等の点検手入れに使用するもので、

必要な場合に積算することができる。 

この高所作業車（リフト車）の諸元は次によるものとする。 

(ｲ) ブーム伸縮時間は、通常０．２分／ｍ程度とする。 

(ﾛ) 揚程は、作業環境を考慮し十分な揚程のあるものを選定する。 

(ﾊ) 作業は、２人１組として実施する。 

(ﾆ) 灯具の点検手入時間は、標準歩掛による。 

(3) 高所作業車（リフト車）の走行速度等は下記の要領による。 

(ｲ) 高所作業車（リフト車）の走行速度は２０ｋｍ／ｈとする。 

(ﾛ) 高所作業車（リフト車）の作業時間は次式により積算する。 

 （昇降速度×灯柱高さ）＋（灯具の手入れ時間）＋（灯柱間移動時間） 
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 ２．車両の走行距離 

施設数及び走行経路等を十分検討して予測走行距離を算出する。 

 ３．償却費の額 

定額法による償却費＝取得価格／耐用年数 

耐用年数は「船舶および機械器具等の損料算定基準」（以下「損料表」

という。）による。 

 ４．車両維持費の算出 

(1) 車両（ライトバン等）の年間維持費 

項目 車両(ライトバン等) 備考 

耐 用 年 数   

車 両 

取 得 価 格 

 「損料表」の基礎価格 

償 却 費 の 額   

税 金  年間 

損 害 保 険  年間 

車 検 費  車検整備の対象車両については、１

台につき６６，０００円を加算する。 

燃 料 費  中型 1,900cc クラス 7km/㍑ 

小型 1,500cc クラス 8km/㍑ 

総輪駆動車      4km/㍑ 

修 理 費  中型      6 円/km 

小型     4.8 円/km 

総輪駆動車  7.2 円/km 

北海道及び青森・秋田・岩手・

山形は寒冷地維持費として 1

台年間 22,000 円を加算する。 

年 間 合 計   
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(2) 高所作業車（リフト車）の運転１時間当たり単価表 

名 称 規  格 単 位 数量 備   考 

主 燃 料 軽  油 リットル   

運 転 手 (一般又は特殊) 人   

損 料  ｈ １  

諸 雑 費  式 １  

計     

注１．時間当り燃料消費量＝機関出力×時間当り燃料消費率(ﾘｯﾄﾙ/kW-h) 

２．機関出力は、「損料表」による。 

３．時間当り燃料消費率は、空港請負工事積算基準第５章表２．１の「高

所作業車」の値を適用する。 

４．時間当り燃料消費量は、有効数字の第３位を四捨五入し、有効数字

２桁とする。 

５．運転手の数量は下記により算出した数字とする。 

  数量＝１／Ｔ  （人/h） 

  Ｔ（運転日当り運転時間）＝損料表(3)欄／損料表(4)欄 

  ［Ｔ＜４の場合はＴ＝４ Ｔ＞７の場合はＴ＝７］ 

６．Ｔは少数第２位を四捨五入して少数第１位まで算出し、運転手の数

量は少数第３位を四捨五入して少数第２位まで算出する。 

７．リフト車の運転手は揚程１０ｍ未満は一般、１０ｍ以上は特殊運転

手とする。 

８．自然条件に対する補正（豪雪地域）として、損料表に基づく損料を補

正することができる。 
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〔解説〕 

１．車両及び高所作業車（リフト車）は、当該車両等を保有している場

合の算出方法であり、賃貸により用意することが適切な場合には、地方

航空局等において実態調査の上、賃貸料として算出することができる。 

２．街路灯が２灯以上の複数の場合で、高所作業車（リフト車）を移動

しなければ作業ができない場合、伸縮時間を灯数倍とする。 

３．損料を補正する場合の計算方法については、以下による。 

  損料表(9)欄+損料表(11)欄×年間標準供用日数/年間標準運転時間 

         ×（１＋豪雪補正） 

  豪雪補正：１５／１００（北海道地域） 

       １０／１００（北海道以外の指定地域） 

 

３－５ 共通仮設費 

 １．安全費は維持工事施工の安全確保のために必要な監視員、その他の費用

を適正に算出する。 

   ただし、制限区域内の作業における安全監視員の費用は除く。 

 ２．役務費は工事実施に必要な通報委託費を通報の方法及び回数等を想定し

た実費を算出する。 

 ３．営繕損料は請負業者の現場事務所、倉庫等の建設、維持及び工事終了時

における撤去に要する費用で、下記により算出する。 

(1) 営繕損料は営繕損料対象金額に営繕損料率を乗じて得た額を計上す

る。 

(2) 営繕損料対象金額は直接工事費に安全費、役務費を加算した額とする。 

(3) 営繕損料＝営繕損料対象金額×営繕損料率 

         営繕損料率 １．４（％） 
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〔解説〕 

１．航空灯火施設等の維持等で搬入材料を直ちに使用することができる

ような工事及び発注者側で材料の保管場所を無償貸与する場合等には

計上しない。 

 

３－６ 現場管理費 

 １．現場管理費は現場管理費対象金額に下記算式による現場管理費率を乗じ

て得た額の範囲内とする。 

 ２．現場管理費対象金額は直接工事費、運搬費及び共通仮設費の合計額とす

る。 

 ３．特定支給材料がある場合は、現場管理費対象金額として特定支給材料費

を加算する。 

 ４．現場管理費の算定式 

Ｊ＝２７５５．７０Ｎ－ ０ ． ２ ７０ ０（％） 

Ｎは現場管理費対象金額で単位（円）とし、小数点第１位以下切捨て 

Ｊは現場管理費率で単位（％）とし、小数点第３位を四捨五入し、第

２位まで算出する。 

なお、対象金額が２，０００万円以下の場合は、２９．４４％とする。 

 ５．現場管理費＝（直接工事費＋運搬費＋共通仮設費＋特定支給材料費） 

        ×現場管理費率 

 

３－７ 一般管理費等 

 １．一般管理費等は、一般管理費等対象金額に下記算式による一般管理費等

率を乗じて得た額の範囲内とする。 

 ２．一般管理費等対象金額は工事価格（直接工事費＋間接工事費）とする。 

 ３．一般管理費等の算出にあたっては、特定支給材料費の増額の補正は行わ

ない。 

 ４．一般管理費等の算定式 
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Ｇ＝－２．５３８１ＬＯＧ（Ｃ）＋３３．２５３３（％） 

Ｃは一般管理費等対象金額で単位（円）とし、小数点第１位以下切捨て 

Ｇは一般管理費等率で単位（％）とし、小数点第３位を四捨五入し、

第２位まで算出する。 

なお、対象金額が２，０００万円以下の場合は、１４．７２％とする。 

 ５．一般管理費等＝一般管理費等対象金額×一般管理費等率 
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第４章   標準歩掛 

 

４－１ 労務歩掛  

 １．直接労務費 

(1) 灯器、機器については航空灯火施設等維持工事標準歩掛表によること

とし、この表に明記されていないものについては類似の灯器、機器の表

を採用することができる。 

(2) 制限区域内安全監視員 

制限区域とは、航空保安業務処理規程第１０制限区域内工事実施規程

の着陸帯（Ⅰ）の区域及び過走帯末端線より両外側１００ｍの地点で、

幅は着陸帯（Ⅰ）の幅で囲まれた区域をいい、この範囲内の施設の点検

手入を行う場合は、作業の安全のため監視員を積算する。 

〔解説〕 

ここで定めた制限区域内作業に配置する監視員は、一般的な工事で

は安全費の項目に分類されるものであるが、この監視員は直接作業を行

う電工と行動を共にし、航空機等による退避等もするので間接作業あり

とみなし、直接労務費に入れる。 

また、監視員は直接作業員が行う作業内容を十分理解し、交替で作業

を行うこともできるようにするため電工として計上する。 

(3) 電源局舎としての歩掛は、この個所に設置してある各機器の各項目別

の歩掛りをまとめて計上する。 

(4) 夜間作業、深夜作業として昼間作業時間以外の時間帯に作業を計画す

る必要がある場合は、作業効率の低下を考慮して歩掛を標準歩掛の１．

１９倍とする。 

〔解説〕 

空港の運用形態より運用時間外作業となり易い施設（主要な作業で

あるＥ型、Ｆ型標識灯及びモールド変圧器等）の作業所要時間の夜間／

昼間の比率の平均が実態調査の結果では１．１９であった。 
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 ２．間接労務費 

1) 場外施設巡回費 

(1) 場外施設巡回費の算出は巡回ルート表を作成して積算する。 

(2) 空港から現場を経て空港に帰るまでを１日の行程とするが、１個所が

１日の移動時間を大幅に超過する場合は宿泊とすることができる。 

(3) 交通費は運搬費に計上するものとし、鉄道、バス及び電車等公共の交

通機関を利用し、それらの交通機関を利用できない所は徒歩とし、その

速度は２km/h とする。 

ただし、これによって算出した交通費の額が、車両等の借上げ使用す

るものとして算出した場合の交通費の額を超過するときは、後者によっ

て積算する。 

2) 間接作業費 

間接作業費の対象となる作業等は、本来の点検手入作業でなく下記の

ような作業等をいい間接作業費率で積算する。 

(1) 工事作業前の打ち合わせ 

(2) 工事作業前の準備作業 

(3) 工事作業後の後片付け作業 

(4) 空港内における移動 

(5) 航空機等の離着陸及び走行時の退避 

(6) 高所作業のための昇降（航空障害灯等の高所も含む。） 

(7) 工事作業後の作業報告 

(8) 一時的な降雨等に伴う待機 

(9) 航空機の運航優先に伴う作業時間調整の待機 

(10) 作業所内各機器の日常点検、手入れ 

(11) 作業所内整理清掃 

 

間接作業費＝直接労務費×間接作業費率 

 

間接作業費率 ３３．６％ 

 

3) 応急復旧作業費 

応急復旧作業費の対象となる作業は、日常の保守点検作業以外に不測

の事故の発生に際し、応急的に復旧する作業で下記のものをいい応急復

旧作業費率で積算する。 
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(1) 電球鋼管（場内外） 

(2) 回路絶縁抵抗測定（絶縁低下等の際） 

(3) 部分的な塗装（ピンホール様のもの） 

(4) 異常事態の原因究明と応急復旧（予備品、補用品が有る場合は交換す

る。） 

(5) その他発注者の指示する事項 

 

応急復旧作業費＝直接労務費×応急復旧作業費率 

 

応急復旧作業費率 ７．６％ 

 

4) 本復旧作業費 

本復旧作業費の対象となる作業は応急復旧作業の延長線にある作業と

し、本工事において本復旧作業を実施する必要がある場合は、材料費、

労務費等を航空灯火施設工事及び電気施設工事積算標準により積算す

る。 

 

5) 電源局舎駐在費 

電源局舎等において航空灯火施設等の監視及び日常点検等を行うた

め、下記により電源局舎駐在の労務費を積算する。 

(1) ２４時間運用空港 

常時２名の駐在とする。 

(2) 上記以外の空港 

運用時間及びその前後各１５分の時間帯に２名の駐在とする。 

ただし、航空局電気職員が勤務している空港において、土曜日、日曜

日、祝日等以外の日は職員の始業から就業までの時間帯は駐在員を１名

とする。 

(3) カテゴリーⅡ／Ⅲ運用空港や施設規模により上記(1)又は(2)により難

い場合は、施設規模に応じた駐在とする。 

〔解説〕 

電源局舎駐在員の行う作業は下記のもの等とする。 

(1) 監視業務 

(2) 機器の日常目視点検 
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(3) 電源局舎内整理清掃 

(4) 予備器の試運転 

(5) 日報作成記録の整理 

(6) 共同溝目視点検 

(7) 回路絶縁抵抗試験、電流測定等の測定業務 

(8) その他発注者の指示する業務 

6) 整備作業所技術管理費 

整備作業所が設置されている空港においては、各種灯器の清掃、点検、

試験及び測定に関しその良否を判定するとともに、各種データを整理、

分析するための労務費を積算する。 

 

４－２ 機械器具損料  

  航空灯火施設等の維持工事を行うための消耗雑材料の費用を下記によ

り積算する。 

(1) 材料費は直接労務費を対象金額とし下記算式による材料費率を乗じて

得た額の範囲内とする。 

(2) 材料費率＝１０４７．７Ｘ－ ０ ． ３ ８８  （％） 

Ｘは直接労務費で単位（円）とし、小数点第１位以下切捨て 

材料費率は単位（％）とし、小数点第３位を四捨五入し、第２位まで算

出する。 

なお、直接労務費が２００万円以下の場合は３．８％とし、１億円以上

の場合は０．８％とする。 

(3) 材料費＝直接労務費×材料費率 

ただし、対象金額の直接労務費に消耗材料を伴わない労務が入ってい

る場合（制限区域内安全監視員等）は、この労務費は減額する。 

 

４－３ 機械器具損料  

  航空灯火施設等の維持工事を行うための器具、工具、計測器等の損料

を下記により積算する。 

 

機械器具損料＝直接労務費×機械器具損料率 

機械器具損料率 ３．２％ 
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航空灯火施設等維持工事標準歩掛表 

種目 頁 種目 頁 

飛行場灯台 １ 交通信号灯 ８ 

補助飛行場灯台 １ 変圧器収納箱 ９ 

進入灯台・危険航空灯台（Ｅ－５） １ 定電流調整器、定電流変圧器 １０ 

滑走路灯（Ｈ－６） １ 変圧器類 １０ 

過走帯灯・回転灯（Ｈ－１０） １ 屋外キュービクル １０ 

誘導路灯（Ｍ－１） １ 操作卓、論理制御盤 １０ 

誘導路灯（Ｔ－２、Ｔ－５） ２ 充電器 １０ 

誘導案内灯（Ｔ－７） ２ 直流電源盤 １０ 

進入灯（ＳＢ－１） ２ 分電盤・開閉器箱 １０ 

Ｉ型標識灯（ＩＬ） ２ その他の受変電設備 １０ 

Ｉ型標識灯（ＩＨ） ３ 閉鎖型高圧期中開閉器(電力会社との区分開閉器) １０ 

Ｆ型標識灯（ＦＬ） ３ マンホール １０ 

Ｆ型標識灯（ＦＭ） ３ 指向信号灯 １０ 

Ｆ型標識灯（ＦＨ） ３ I型点滅器 １０ 

Ｌ型標識灯（Ｌ１） ４ 交通信号機 １０ 

Ｌ型標識灯（Ｌ３） ４ 離陸案内表示灯 １０ 

閃光装置（ＦＸ型） ５ 共同溝 １１ 

スポット番号表示灯 ５ 街路灯 １１ 

進入角指示灯 ６ トンネル内照明灯 １１ 

進入角指示灯監視装置 ６ 道路案内標識灯 １１ 

滑走路距離灯 ７ 断芯交換（街路灯関係） １２ 

風向灯 ７ Ｅ型標識灯 １２ 

旋回灯 ７ 滑走路警戒灯 １４ 

航空障害灯（ＯＭ） ８ 駐機位置指示灯 １４ 

エプロン照明灯 ８ 航空灯火施設用電線路 １４ 

蓄電池標識灯 ８ 可変表示型誘導案内灯（ＶＭＳ） １４ 
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区分 型式 
項

目 
点検手入項目 

所要 
時間 
(分) 

点検周期 備考 

飛行場 

灯台 

回転式 １ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

回転室・電球交換機能手入 

配線・点検測定 

５８ 1ヶ月1回  

補助 

飛行場 

灯台 

モールス符号式 １ 

２ 

３ 

４ 

５ 

灯体の清掃 

アクリル板の清掃 

安全スイッチ系の点検 

回路電圧測定 

端子ヒューズの点検 

１１９ 1ヶ月1回  

進入灯台 

危険航空

灯台 

Ｅ－５ １ 

２ 

３ 

灯体の清掃 

回転室の点検手入 

配線・点検測定 

５８ 1ヶ月1回  

滑走路灯 Ｈ－６ １ 

２ 

３ 

４ 

レンズの清掃 

灯体の清掃 

リード線・ソケットの手入 

灯器の調整 

１０ 1ヶ月1回  

過走帯灯 

回転灯 

Ｈ－１０ １ 

２ 

３ 

４ 

レンズの清掃 

灯体の清掃 

リード線・ソケットの手入 

灯器の調整 

１５ 1ヶ月1回  

誘導路灯 Ｍ－１ １ 

２ 

３ 

４ 

レンズの清掃 

灯体の清掃 

リード線・ソケットの手入 

灯器の調整 

８ 3ヶ月1回  
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区分 型式 
項

目 
点検手入項目 

所要 
時間 
(分) 

点検周期 備考 

誘導路灯 Ｔ－２、Ｔ－２Ｄ １ 

２ 

３ 

４ 

グローブの清掃 

灯体の清掃 

ソケット・リード線の手入 

灯器の調整 

１０ 3ヶ月1回 

LED 光源は

6ヶ月1回 

東京、那覇

空港は 1

ヶ月1回 

誘導路灯 Ｔ－５ 

(ショップ有) 

１ レンズの清掃 ５ 1ヶ月1回 屋外 

２ 灯器交換基台清掃 １８ 3ヶ月1回 屋外 

３ 

４ 

５ 

６ 

灯器の分解 

灯器の清掃 

灯器の組立 

配光測定・漏洩試験 

４２ 3ヶ月1回 屋内 

Ｔ－５ 

(ショップ無) 

１ 灯器交換基台清掃 １８ 1ヶ月1回 屋外 

２ 

３ 

４ 

灯器の分解 

灯器の清掃 

灯器の組立 

２８ 1ヶ月1回 屋内 

誘導案内

灯 

Ｔ－７ 

(片,両面とも) 

１ 

２ 

文字板及び灯体の清掃 

ソケット・リード線の手入 

１５ 3ヶ月1回 2文字 

1文字増す

ごとに 5

分加算 

東京、那覇

空港は 1

ヶ月1回 

進入灯 ＳＢ－１ １ 

２ 

３ 

灯体の清掃 

ソケット・リード線の手入 

灯器の調整 

８ 1ヶ月1回 海上・河川

上も適用 

標識灯 ＩＬ 

(ショップ有) 

１ 

２ 

３ 

４ 

レンズの清掃 

一般点検 

灯器交換 

基台清掃・接点点検 

１ 

２ 

６ 

1ヶ月1回 

1ヶ月1回 

3ヶ月1回 

屋外 

屋外 

屋外 

５ 

６ 

灯器点検清掃 

配光・漏洩試験 

１１ 3ヶ月1回 屋内 

ＩＬ 

(ショップ無) 

１ 

２ 

灯器交換 

基台清掃・接点点検 

１０ 1ヶ月1回 屋外 

３ 灯器点検清掃 ７ 1ヶ月1回 屋内 

 

(R8.04) 



歩－３ 
 

区分 型式 
項

目 
点検手入項目 

所要 
時間 
(分) 

点検周期 備考 

標識灯 ＩＨ 

(ショップ有) 

１ 

２ 

３ 

４ 

レンズの清掃 

一般点検 

灯器交換 

基台清掃・接点点検 

１ 

２ 

６ 

半月1回 

1ヶ月1回 

3ヶ月1回 

屋外 

屋外 

屋外 

５ 

６ 

灯器点検清掃 

配光・漏洩試験 

２３ 3ヶ月1回 屋内 

ＩＨ 

(ショップ無) 

１ 

２ 

灯器交換 

基台清掃・接点点検 

１０ 1ヶ月1回 屋外 

３ 灯器点検清掃 １８ 1ヶ月1回 屋内 

標識灯 ＦＬ １ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

一般点検 

灯器交換・基台清掃 

１ 

２ 

６ 

半月1回 

1ヶ月1回 

6ヶ月1回 

屋外 

屋外 

屋外 

(ショップ有) ４ 

５ 

灯器点検清掃 

各種試験・測定 

４４ 6ヶ月1回 屋内 

(ショップ無) ４ 灯器点検清掃 ３２ 6ヶ月1回 屋内 

標識灯 ＦＭ １ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

一般点検 

灯器交換・基台清掃 

１ 

２ 

６ 

半月1回 

1ヶ月1回 

6ヶ月1回 

屋外 

屋外 

屋外 

(ショップ有) ４ 

５ 

灯器点検清掃 

各種試験・測定 

４４ 6ヶ月1回 屋内 

(ショップ無) ４ 灯器点検清掃 ３５ 6ヶ月1回 屋内 

標識灯 ＦＨ １ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

一般点検 

灯器交換・基台清掃 

１ 

２ 

６ 

半月1回 

1ヶ月1回 

6ヶ月1回 

屋外 

屋外 

屋外 

(ショップ有) ４ 

５ 

灯器点検清掃 

各種試験・測定 

５１ 6ヶ月1回 屋内 

(ショップ無) ４ 灯器点検清掃 ４７ 6ヶ月1回 屋内 

 

(23.01) 



歩－４ 
 

区分 型式 
項

目 
点検手入項目 

所要 
時間 
(分) 

点検周期 備考 

標識灯 Ｌ１ 

(ＬＥＤ光源) 

(ショップ有) 

１ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

一般点検 

灯器交換・基台清掃 

１ 

２ 

６ 

半月1回 

1ヶ月1回 

1年 1回 

屋外 

屋外 

屋外 

４ 

５ 

灯器点検清掃 

各種試験・測定 

１５ 1年 1回 屋内 

Ｌ１ 

(ＬＥＤ光源) 

(ショップ無) 

１ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

一般点検 

灯器交換・基台清掃 

１ 

２ 

６ 

半月1回 

1ヶ月1回 

1年 1回 

屋外 

屋外 

屋外 

４ 灯器点検清掃 １０ 1年 1回 屋内 

Ｌ１（薄型） 

(ＬＥＤ光源) 

(ショップ有) 

１ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

一般点検 

灯器交換・基台清掃 

１ 

２ 

６ 

半月1回 

1ヶ月1回 

1年 1回 

屋外 

屋外 

屋外 

４ 

５ 

灯器点検清掃 

各種試験・測定 

１５ 1年 1回 屋内 

Ｌ１（薄型） 

(ＬＥＤ光源) 

(ショップ無) 

１ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

一般点検 

灯器交換・基台清掃 

１ 

２ 

６ 

半月1回 

1ヶ月1回 

1年 1回 

屋外 

屋外 

屋外 

４ 灯器点検清掃 １０ 1年 1回 屋内 

別置型ＬＥＤ 

点灯ユニット 

１ 取付状況の点検 ２ 3ヶ月1回  

Ｌ１（ハロゲン

電球） 

１ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

一般点検 

灯器交換・基台清掃 

１ 

２ 

６ 

半月1回 

1ヶ月1回 

6ヶ月1回 

屋外 

屋外 

屋外 

(ショップ有) ４ 

５ 

灯器点検清掃 

各種試験・測定 

４４ 6ヶ月1回 屋内 

Ｌ３（ハロゲン

電球） 

１ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

一般点検 

灯器交換・基台清掃 

１ 

２ 

６ 

半月1回 

1ヶ月1回 

6ヶ月1回 

屋外 

屋外 

屋外 

(ショップ有) ４ 

５ 

灯器点検清掃 

各種試験・測定 

５１ 6ヶ月1回 屋内 

Ｌ３ 

(ＬＥＤ光源) 

(ショップ有 

１ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

一般点検 

灯器交換・基台清掃 

１ 

２ 

６ 

半月1回 

1ヶ月1回 

1年 1回 

屋外 

屋外 

屋外 

４ 

５ 

灯器点検清掃 

各種試験・測定 

１５ 1年 1回 屋内 

 

(28.10) 



歩－５ 
 

区分 型式 
項

目 
点検手入項目 

所要 
時間 
(分) 

点検周期 備考 

閃光装置 ＦＸ－３ １ 

２ 

３ 

４ 

５ 

灯体の清掃 

前面ガラスの清掃 

反射鏡の清掃 

点検・調整・測定 

リード線・端子の手入 

２９ 1ヶ月1回  

閃光装置 ＦＸ－ＡＶ 

ＦＸ－３Ｓ 

１

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

灯体の清掃 

前面ガラスの清掃 

反射鏡の清掃 

電源部の清掃 

点検・調整・測定 

リード線・端子の手入 

３４ 1ヶ月1回  

閃光装置 ＦＸ－ＡＶＣ １ 

２ 

灯体の清掃 

灯器の調整 

４ 1ヶ月1回  

３ 

４ 

５ 

灯体・電源部の清掃 

内部部品の異常の有無の点検 

パッキンの異常の有無の点検 

１４ 1年 1回  

閃光装置 ＦＸ－７ １ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

灯体の清掃 

前面ガラスの清掃 

反射鏡の清掃 

電源部の清掃 

点検・調整・測定 

リード線・端子の手入 

６６ 1ヶ月1回  

スポット 

番号表示 

灯 

ＳＳ型 

ＳＭ型 

ＳＬ型 

１ 

２ 

３ 

灯体の清掃 

発光部の清掃 

ソケット・リード線の手入 

６３ 3ヶ月1回 中継ボッ

クスは別

途8分加算 

       

 

(04.10) 



歩－６ 
 

区分 型式 
項

目 
点検手入項目 

所要 
時間 
(分) 

点検周期 備考 

進入角 

指示灯 

ＰＡＰＩ 

(LED を除く) 

(通常) 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

灯体の清掃 

反射鏡の清掃 

焦点の調整 

色光角の点検 

レベル点検 

リード線・端子の手入 

２５ 2ヶ月1回 屋外 

ＰＡＰＩ 

(LED を除く) 

(交換時) 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

灯体の清掃 

光学カセット交換 

色光角の点検 

レベル点検 

リード線・端子の手入 

４１ 2ヶ月1回 通常点検

時以外 

屋外 

６ 

７ 

８ 

９ 

電球・反射鏡の清掃 

フィルターの清掃 

レンズの清掃 

測定・試験 

５０ 1年 1回 通常点検

時以外 

屋内 

ＰＡＰＩ 

(ＬＥＤ光源) 

(通常) 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

灯体の清掃 

反射鏡の清掃 

焦点の調整 

色光角の点検 

レベル点検 

リード線・端子の手入 

４１ 1ヶ月1回 

(交換時を

除く) 

屋外 

ＰＡＰＩ 

(ＬＥＤ光源) 

(交換時) 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

灯体の清掃 

光学カセット交換 

色光角の点検 

レベル点検 

リード線・端子の手入 

６２ 4ヶ月1回 通常点検

時以外 

屋外 

６ 

７ 

８ 

９ 

LEDユニット・反射鏡の清掃 

フィルターの清掃 

レンズの清掃 

測定・試験 

５６ 4ヶ月1回 通常点検

時以外 

屋内 

ＰＡＰＩ 

(ＬＥＤ光源) 

(電源箱) 

１ 

２ 

３ 

電源箱の清掃 

水抜き穴の手入 

ルーバー用フィルターの清掃 

４ 1ヶ月1回 屋外 

４ 

５ 

６ 

異音・異臭等の点検 

配線及びコネクタの手入 

制御電圧の測定 

１９ 1年 1回 屋外 

進入角指 

示灯監視 

装置 

受光部 １ 清掃 ５ 2ヶ月1回 通常 

１ 清掃・電圧調整 １７ 2ヶ月1回 交換時 

１ 信号伝送装置 １１ 2ヶ月1回 屋外 

 

(R8.04) 



歩－７ 
 

区分 型式 
項

目 
点検手入項目 

所要 
時間 
(分) 

点検周期 備考 

滑走路 

距離灯 

Ｇ－２ １ 

２ 

３ 

灯体の清掃 

端子箱の手入 

文字電球の手入 

２７ 1ヶ月1回  

風向灯 ２Ｂ型 １ 

２ 

シェード灯体の清掃 

配線機器の手入 

３６ 1ヶ月1回  

旋回灯 ナトリウム灯 １ 

２ 

３ 

４ 

前面ガラスの清掃 

灯体の清掃 

ソケットの手入 

配線機器の手入 

２０ 1ヶ月1回  

       

 

(R8.04) 



歩－８ 
 

区分 型式 
項

目 
点検手入項目 

所要 
時間 
(分) 

点検周期 備考 

航空 

障害灯 

ＯＭ－３Ａ １ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

灯体の清掃 

ソケット・リード線の手入 

１０ 3ヶ月1回 開 閉 器

を含む 

（場外） 

1年 1回 開 閉 器

を含む 

（場内） 

航空 

障害灯 

ＯＭ－６ １ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

灯体の清掃 

ソケット・リード線の手入 

６５ 3ヶ月1回 開 閉 器

を含む 

（場外） 

1年 1回 開 閉 器

を含む 

（場内） 

航空 

障害灯 

ＯＭ－７ １ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

灯体の清掃 

ソケット・リード線の手入 

３５ 3ヶ月1回 開 閉 器

を含む 

（場外） 

1年 1回 開 閉 器

を含む 

（場内） 

エプロン 

照明灯 

LED 光源を含む １ 

２ 

３ 

４ 

前面ガラスの清掃 

灯体の清掃 

ソケットの手入 

配線機器の手入 

２２ 6ヶ月1回  

蓄電池 

標識灯 

ＰＢ－２ １ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

灯体の清掃 

灯体の点検・手入 

端子の手入・清掃 

蒸留水の補給 

電圧の測定 

充電 

充電架台の手入 

１６ 1ヶ月1回  

交通信号

灯 

 １ 

２ 

３ 

レンズの清掃 

灯体の清掃 

配線・ソケットの手入 

９ 1年 1回  

       

 

(24.12) 



歩－９ 
 

区分 型式 
項

目 
点検手入項目 

所要 
時間 
(分) 

点検周期 備考 

変圧器 

収納箱 

 １ 変圧器2次側漏れ電流測定 ２ 1ヶ月1回 (クランプ

メーター

等) 

東京、那覇

空港に限

る。 

２ 変圧器接続部点検 ２ 6ヶ月1回 東京、那覇

空港は 3

ヶ月1回 

３ 収納箱の手入 ４ 6ヶ月1回  

       

 

(02.09) 



歩－１０ 
 

区分 型式 
項

目 
点検手入項目 

所要 
時間 
(分) 

点検周期 備考 

定電流調整器 

定電流変圧器 

   ４６ 1年 1回  

変圧器類    ３８ 1年 1回  

屋外キュー

ビクル 

高圧   ８１ 1年 1回  

操作卓 

論理制御盤 

   ３５ 1年 1回  

充電器    ７５ 1年 1回  

直流電源盤 バッテリー内

蔵 

  １６１ 1年 1回  

分電盤・開

閉器箱 

20回路未満   ３１ 1年 1回  

20回路以上   ３７ 1年 1回  

その他の 

受変電設備 

   ７０ 1年 1回 設置後18

年未満の

屋内盤は

2年1回 

架空電線路 

地中電線路 

高圧回路 

（屋外） 

１ 

２ 

シース抵抗測定（500V） 

高圧絶縁抵抗測定(5000V) 

２２ 1年 1回 航空灯火

用以外 

閉鎖型高圧 

気中開閉器 

(電力会社との

区分開閉器) 

   ５６ 1年 1回  

マンホール    １９ 1年 1回  

指向信号灯 ＰＳＬ １ 

２ 

３ 

 

４ 

５ 

灯体の清掃 

反射鏡の清掃 

フィルター・前面ガラスの清

掃 

調整 

直流電源盤 

２９ 1ヶ月1回  

I型点滅器  １ 

２ 

３ 

内部の清掃 

点滅器接点すり合わせ 

点滅器調整 

４８ 3ヶ月1回  

交通信号機 車両用 

歩行者用 

１ 灯体の清掃 ３０ 1年 1回  

１ 灯体の清掃 １１ 1年 1回  

離陸案内 

標示灯 

特注 １ 

２ 

灯体の清掃 

ソケット・リード線の手入 

４８ 1ヶ月1回  

 

(R8.04) 



歩－１１ 
 

区分 型式 
項

目 
点検手入項目 

所要 
時間 
(分) 

点検周期 備考 

共同溝  １ 排水ポンプ点検手入 ３１ 6ヶ月1回 分電盤を

含む １ 蛍光灯点検手入 ６ 

１ 送風設備点検手入 ２０ 

街路灯 大型 １ 

２ 

３ 

４ 

５ 

灯具部、取付部の点検 

灯具部、取付部の清掃 

安定器収納部の点検 

照明灯柱の点検 

絶縁抵抗測定 

３５ 5年 1回 高所作業車 

２４分 

トンネル

内照明灯 

５～７灯式 １ 

２ 

３ 

灯具部、取付部の点検 

灯具部、取付部の清掃 

絶縁抵抗測定 

２７ 5年 1回 高所作業車 

１２分 

道路案内

標識灯 

小型 １ 

２ 

３ 

灯具部、取付部の点検 

灯具部、取付部の清掃 

安定器収納部の点検 

８ 5年 1回 高所作業車 

8分1灯あ

たり 

大型 

２～４灯式 

１ 

２ 

３ 

灯具部、取付部の点検 

灯具部、取付部の清掃 

安定器収納部の点検 

６８ 5年 1回 高所作業車 

68分1灯あ

たり 

大型 

５～７灯式 

１ 

２ 

３ 

灯具部、取付部の点検 

灯具部、取付部の清掃 

安定器収納部の点検 

１３６ 5年 1回 高所作業車 

136分1灯

あたり 

       

 

(R8.04) 



歩－１２ 
 

区分 型式 
項

目 
点検手入項目 

所要 
時間 
(分) 

点検周期 備考 

断芯交換 

(街路灯関

係) 

 １ 断芯電球の交換 ０ 1ヶ月1回 高所作業車 

8 分(移動

時間全て含

む。) 

標識灯 ＥＨＵ 

ＥＭＵ 

(LED を除く) 

(ショップ有) 

１ 

２ 

前面ガラスの清掃 

構成部品の点検 

３ 1ヶ月1回 屋外 

１ 

２ 

３ 

上部灯体等の交換 

下部灯体の清掃・点検・調整 

絶縁抵抗測定 

１４ 6ヶ月1回 屋外 

１ 

２ 

３ 

上部灯体等の分解・組立 

上部灯体等の清掃 

配光測定 

３０ 6ヶ月1回 屋内 

ＥＨＵ 

ＥＭＵ 

(LED を除く) 

(ショップ無) 

１ 

２ 

３ 

４ 

前面ガラスの清掃 

灯体の清掃 

ソケット・リード線の手入 

灯器の調整 

１５ 1ヶ月1回 屋外 

標識灯 ＥＨＵ 

ＥＭＵ 

(ＬＥＤ光源) 

(ショップ有) 

１ 

２ 

３ 

前面ガラスの清掃 

構成部品の点検 

灯器の調整(取付状態の確認) 

３ 1ヶ月1回 屋外 

１ 

２ 

３ 

上部灯体等の交換 

下部灯体の清掃・点検・調整 

絶縁抵抗測定 

１４ 1年 1回 屋外 

１ 

２ 

３ 

上部灯体等の分解・組立 

上部灯体等の清掃 

配光測定 

２２ 1年 1回 屋内 

ＥＨＵ 

ＥＭＵ 

(ＬＥＤ光源) 

(ショップ無) 

１ 

２ 

３ 

前面ガラスの清掃 

構成部品の点検 

灯器の調整(取付状態の確認) 

３ 1ヶ月1回 屋外 

１ 

２ 

灯体の清掃 

ソケット・リード線の手入 

１１ 1年 1回 屋外 

 

(04.10) 



歩－１３ 
 

区分 型式 
項

目 
点検手入項目 

所要 
時間 
(分) 

点検周期 備考 

標識灯 ＥＨＢ 

(LED を除く) 

(ショップ有) 

１ 

２ 

ガラスグローブの清掃 

構成部品の点検 

３ 1ヶ月1回 屋外 

１ 

２ 

３ 

上部灯体等の交換 

下部灯体の清掃・点検・調整 

絶縁抵抗測定 

１４ 6ヶ月1回 屋外 

１ 

２ 

３ 

上部灯体等の分解・組立 

上部灯体等の清掃 

配光測定 

３２ 6ヶ月1回 屋内 

ＥＨＢ 

(LED を除く) 

(ショップ無) 

１ 

２ 

３ 

４ 

ガラスグローブの清掃 

灯体の清掃 

ソケット・リード線の手入 

灯器の調整 

１８ 1ヶ月1回 屋外 

標識灯 ＥＨＢ 

(ＬＥＤ光源) 

(ショップ有) 

１ 

２ 

３ 

ガラスグローブの清掃 

構成部品の点検 

灯器の調整(取付状態の確認) 

３ 1ヶ月1回 屋外 

１ 

２ 

３ 

上部灯体等の交換 

下部灯体の清掃・点検・調整 

絶縁抵抗測定 

１１ 1年 1回 屋外 

１ 

２ 

３ 

上部灯体等の分解・組立 

上部灯体等の清掃 

配光測定 

２４ 1年 1回 屋内 

ＥＨＢ 

(ＬＥＤ光源) 

(ショップ無) 

１ 

２ 

３ 

ガラスグローブの清掃 

構成部品の点検 

灯器の調整(取付状態の確認) 

３ 1ヶ月1回 屋外 

１ 

２ 

灯体の清掃 

ソケット・リード線の手入 

１５ 1年 1回 屋外 

 

(04.10) 



歩－１４ 
 

区分 型式 
項

目 
点検手入項目 

所要 
時間 
(分) 

点検周期 備考 

標識灯 ＥＬＯ 

(LED を除く) 

１ 

２ 

３ 

４ 

ガラスグローブの清掃 

灯体の清掃 

ソケット・リード線の手入 

灯器の調整 

１１ 3ヶ月1回 東京、那覇

空港は1ヶ

月1回 

ＥＬＯ 

(ＬＥＤ光源) 

１ 

２ 

灯体の清掃 

灯器の調整(取付状態の確認) 

２ 1ヶ月1回 東京、那覇

空港に限る 

１ 

２ 

灯体の清掃 

灯器の調整(取付状態の確認、

水平調整) 

５ 6ヶ月1回 上記空港以

外 

滑走路警

戒灯 

ＥＨＧ 

(LED を除く) 

１ 

２ 

３ 

４ 

前面ガラスの清掃 

灯体の清掃 

ソケット・リード線の手入 

灯器の調整 

１８ 1ヶ月1回  

ＥＨＧ－Ｄ 

(ＬＥＤ光源) 

 

１ 

２ 

３ 

前面ガラスの清掃 

構成部品の点検 

灯器の調整(取付状態の確認) 

４ 1ヶ月1回  

１ 

２ 

灯体の清掃 

リード線の手入 

１０ 1年 1回  

駐機位置

指示灯 

 １ 

２ 

３ 

表面部前面ガラスの清掃 

検出部窓の清掃 

操作部の清掃 

３２ 3ヶ月1回  

航空灯火

施設用電

線路 

 １ 絶縁抵抗測定 １０ 3ヶ月1回 東京、那

覇空港以

外 

可変表示

型誘導案

内灯 

（ＶＭＳ） 

 １ 表示部前面ガラス及び灯体の

清掃 

表示部前面ガラス、灯体、

保護パネル及び冷却装置フ

ィルターをウエス等により

清掃し、ＬＥＤユニット等

の取付状態を確認する。 

３２ 1ヶ月1回  

 

(R8.04) 



歩－１５ 
 

追記 

 

１．標準歩掛は、昼間作業時間帯における標準的作業に必要な所要時間である。 

 

２．各空港の特殊性からその空港のみにしか設備のない施設については各地方航空局において

実態調査の上歩掛を定め運用する。 

 

３．交通信号機の管制器は警察の運用保守となるので保守点検は実施しない。ただし、特殊な

事情等で管理する必要がある場合は別途工事とする。 

 

４．離陸案内標識灯等の案内標識の保守歩掛は、案内表示板の大きさ及び電球数により所用時

間が変化することから、大阪空港に設置されている離陸案内標識灯（５ｍ×１８ｍ、１０

灯）を標準とし面積及び電球数による比率で積算すること。 

 

５．定電流調整器・定電流変圧器は、定電流調整器（ＣＣＲ）、定電流変圧器（ＣＣＴ）、及

びＣＣＲと列盤となる入出力装置（ＩＰ又はＯＰ）に適用する。 

 

６．変圧器類は、盤内に収容していない変圧器、油入開閉器（ＰＯＳ）に適用する。 

 

７．操作卓・論理制御盤は、灯火運用卓、監視操作卓、論理制御盤、インターフェイス盤、記

録電流計盤等の制御盤に適用する。 

 

８．充電器は、直流電源盤（出力１００Ｖ・バッテリー内蔵）以外の電力変換用の盤又は装置

に適用する。 

 

９．新設の機器類等の定期点検清掃は設置の翌年度から実施する。 

 

10．街路灯、トンネル内照明灯及び道路案内標識灯が断芯した場合は、当該年度の精密点検対

象外であっても計画されている精密点検に合わせて追加で交換する。 

 

 

 

 

 

(R8.04) 


